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　1.　背景と目的

拙稿（2014）において，わが国では専ら中小
企業に固有の問題とされる事業承継について，
法制度的な議論を中心として，それが問題とさ
れる背景と課題を明らかにしてきた。続く，前
稿（2015）では，こうした大枠の議論から組織
体内へと立ち入って，世襲的に事業を承継した
後継者がいかにすれば権威の実効性を確保し得
るのかということについて理論的に考察してき
た。本稿では，前二篇の成果を念頭に入れつつ，
組織の主体的行為として事業承継を経営学的に
捉え，事業承継の本質と円滑化に向けた課題を
把握するための方法論について予備的な考察を
行うものである。
わが国における中小企業の事業承継に関する

議論は，専ら規模小体であるがゆえに生ずる問
題性に端を発しており，政策サイドにおいては
開廃業の経済社会的趨勢と直接的に結びつく組
織存続の問題としての議論が闊達に行われ，税
理士や弁護士といった実務家からは実質的には
所有と経営の双方を支配するオーナー経営者に
率いられた個人企業というコンテクストから生
じる相続問題から発展する形でその解決策が頻

繁に処方されてきた。前者の問題意識はわが国
の経済社会の活力を支える中小企業の存続であ
り，後者のそれは法制度の視点から事業承継を
円滑に導いていくというもので，結果として，
第三者への事業売却や親族外承継がその解決の
方策として指摘されることが多い。一方，経営
学の対象として本格的な議論が行われるように
なったのは，2001年版の中小企業白書におい
て，事業承継が「第二創業」の機会としてクロー
ズアップされてからのことである。それ以降，
「事業承継の 2012年問題」といわれる今日に至
るまでの間に，アンケート調査の結果を用いた
統計的手法に基づく実証研究を主体として，事
業承継とその後のパフォーマンスを規定する要
因について，数多くの有益な示唆が与えられて
きた。ところが，法制度的な議論はもとより，
経営学の対象としても，欧米のファミリービジ
ネス研究が取り組んでいるような事業承継のプ
ロセスモデルの考察や構造メカニズムの構築に
関する実証研究は殆ど行われていない。本稿で
は，事業承継に関しては，理論面だけでなく実
証面においても遥かに多くの蓄積がある欧米の
ファミリービジネス研究のレビューを通じて事
業承継の基本的枠組みについての理解を深め，
次いで，わが国の中小企業を対象とした事業承
継に関する研究をレビューしていく。その上で，
組織の主体的行為としての事業承継を経営学的
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に捉えていくための方法論について考察する。

　2.　 欧米のファミリービジネスに関する事業
承継の先行研究

ファミリービジネスの定義及びファミリーの
範囲に厳密には定められていないが，後藤
（2005）及びMiller and Le Breton-Miller（2005）
が取りまとめたところによると，「最低限，創
業者一族が所有と経営の双方もしくはいずれか
を支配している会社」と定義することができ
る1）。同じ系図に連なるという限定された集団
としての創業者一族によって支配されるファミ
リービジネスは，Berle and Means（1932）や
Chandler（1962, 1977, 1990）が提唱した経営者
企業─創業者一族は所有権を殆ど有さない専門
経営者に経営権を委譲しており，場合によって
は企業の支配権さえも失っている─とは対極に
位置する組織であるともいえよう。このため，
ファミリービジネス研究の主題は，ファミリー
による世代を超えた会社支配の原理を見出すと
ころにあり，創業者とそのファミリーによる会
社支配の継続性を保つための戦略的取組みとし
て事業承継は極めて重視されている2）。

 1）　中小企業庁（2012）によると，わが国の会
社のおよそ 99%は中小企業である。さらに，
国税庁（2012）によると，わが国の会社のお
よそ 96%は同族会社である。「同族会社」とは，
3人以下の株主並びにその親族等によって，株
式の 50%超が所有されている法人をさす（法
人税法第二条十及び法人税法施行令第四条）。
なお，「親族」とは，六親等内の血族，配偶者
及び三親等内の姻族をさす（民法第七百二十五
条）。おって，当該企業が同族会社であるかど
うかの判定は，通常，年一回の確定申告の際に
なされるものであり，当然に，判定時における
「同族」が創業者一族を指すとは限らない。

 2）　創業者一族による継続支配を志向する欧米
のファミリービジネスは，わが国における老舗
企業と通底するものがあるといえる。わが国の
中小企業の大半は，ファミリーの特定少数に

Chittoor and Das（2007）によると，ファミリー
ビジネスに関する事業承継の先行研究のタイプ
は，事業承継とその後のパフォーマンスに影響
を与える要因分析と事業承継プロセスに関する
理論モデルの構築に大別される（図表 1）。
ところで，究極的には事業承継が円滑に進め
られたのかどうかは，その後のパフォーマンス
によって事後的に評価されるであろう。このた
め，事業承継とその後のパフォーマンスに影響
を与える要因を析出することを目的として，経
営戦略，経営管理及びリーダーシップに関する
分野から極めて多くの変数が提示されている。
こうした方法の研究は，円滑な事業承継を実現
するための要因を一つひとつ抽出し積み上げて
いくという意味では，数多くの有益な示唆を与
えていることは言うまでもないが，一方で，実
際にはゼロから始める創業と比較して先代経営
者が存在する事業承継は分析のフレームワーク
が遥かに複雑であり，パフォーマンスに違いを
もたらす要因を特定することは容易ではないこ
とも指摘されている3）。むしろ，構築された事
業承継プロセスに関する理論モデルを踏まえ
て，演繹的に事業承継の本質理解や課題把握に
努めていく必要があるのではないだろうか。要
すれば，企業経営のあらゆる営みを網羅的に取
り入れなければならないという立場を離れ，経
営戦略，人的資源管理あるいは企業統治といっ
た個々の取り組みと並列的に捉えていく必要が
あるのではないだろうか4）。そこで，提示され
たプロセスモデルを見ると，システムを構成す
る主要素の関係性と，経営者と後継者の一対一

よって支配される同族会社であるが，事業を誰
にどのような形で承継してゆくのかを検討す
る際，欧米のファミリービジネスやわが国の老
舗企業の取り組みから学ぶべきことは多いよ
うに思われる。

 3）　例えば，安田（2006），山野井（2006）
 4）　Rodrigo Basco and MJ Pérez Rodríguez（2011）
は，ファミリービジネス戦略の立場から同様の
視点を提供している。
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の関係性が重視されていることが分かる。前者
はシステム論からのアプローチとして，後者は
コミュニケーション論からのアプローチとして
捉えることができる。以下では，この二つのア
プローチを用いた実証研究に絞ってレビューし
ていくこととする。
システム論からのアプローチでは，まず，

Gersick，Davis，Hampton and Lansberg（1997）
の三次元発展型モデルを見ていこう（図表 2）。

Gersick et al.は，緻密な理論と豊富な事例に
基づいて，ファミリービジネスのメカニズムを，
三つのサブシステムの時系列発展モデル（三次
元発展型モデル）を用いて説明している。三つ
のサブシステムとは，オーナーシップ，ファミ
リー及びビジネスを指すが，それぞれが発展軸
を持っており，それぞれが相互に影響しあいな
がらも独自に発展していく。第一に，オーナー
シップの軸は，単独オーナー支配，兄弟共同所
有及び従兄弟集団所有という三つの段階を，世
代を経るごとに発展していく。具体的には，株
式を完全に所有している単独オーナーから，彼

の子供の世代へと移行する際に株式が分散し，
さらに，単独オーナーの孫の世代へと移行する
際に株式がさらに分散していくものである。第
二に，ファミリーの軸は，ある一つの世代の発
展の軌跡を四つの段階に区分したものである。
具体的には，第一の段階が，若い夫婦によって
経営が営まれている時期であるヤングビジネス
ファミリーの段階である。それが，子供が就業
時期に差し掛かると子供の経営参加の段階へと
発展する。これが第二の段階である。その後，
一族の幅広い年齢層と共同経営を営む子供等と
の共同経営の段階を経て（第三の段階），関係
者全員の関心が事業承継に向けられる世代交代
の段階に至る（第四の段階）。ところで，第四
の段階は，ファミリーの軸の最後の段階ではあ
るが，次の世代からすると，新しい段階の起点
となる。そこで，円滑な事業承継の実現に向け
た戦略的な取り組みが必要とされる。最後に，
ビジネスの軸は，創業期，拡張期／組織形成期
及び成熟期という三つの段階を辿る組織の発展
段階を示す軸である。とりわけ，企業としての

図表 1　ファミリービジネスの事業承継に関する研究のタイプ

　　　　　　（出所）　Chittoor and Das（pp. 68-69）より，Table 1及び Table 2を筆者加工
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市場における評価が定まり製品開発も停滞して
いる成熟期をリニューアルないしリサイクルを
通じて抜け出すことが，組織が存続し続けるた
めには重視される。Gersick et al.は，ファミリー
ビジネスのメカニズムを動態的に捉え，時の経
過に伴って発展していくファミリービジネスの
態様とそれぞれの発展段階で生じる様々な実践
的な課題という従来の静態的なメカニズムとは
異なる分析の視点を提供した5）。

Gersick et al.によると，事業承継計画は，世
代交代を円滑に進めるための戦略的な取り組み

 5）　静態的なメカニズムとして，Beckhard and 

Dyer（1983）が提示した「ファミリーとビジ
ネスという二つのサブシステムとそれらの相
互作用を含む複合システム」や Tagiuri and 

Davis（1982）が提示した「ビジネス，オーナー
シップ及びファミリーというそれぞれ独立し
ているが一部でオーバーラップしている三つ
のサブシステムとしてのファミリービジネス
（スリーサークルモデル）」がある。

の一つであるが，Sharma，Chrisman and Chua

（2003）は，未だ統一した理論は形成されてい
ないと断りつつ，事業承継計画には，事業承継
を実行する三つの意図と四つの具体的な取り組
みが含まれていることを指摘している（図表
3）。
三つの意図とは，望ましい状況─ファミリー
でビジネスを続けたいという現任者の欲求，社
会的な規範─ファミリーのビジネスに対する関
与及び，準備─信頼に値する後継者の性向であ
る。これに対して，四つの具体的な取り組みと
は，後継者の選択と育成，事業承継後の経営戦
略の立案，引退した現任者（経営者）の役割の
定義及び，主要なステーク・ホールダーとの意
思決定の共有である。こうした仮説に対して，
Sharma et al.は，118社のファミリー企業の経
営者に対するアンケート調査の結果から，事業
承継計画を円滑に進行させるために現任者がな
すべきことを明らかにした。主要な結論は，次

図表 2　三次元発展型モデル

（出所）Gersick et al.（p.17）
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　　（出所）　Gersick et al.（p. 17）
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の二点である。まず，現任者は，信頼に値する
後継者の存在が，事業承継に必要なもの全てで
あるかのように考えることを避けなければなら
ないということである。次いで，後継者の選択
と育成のプロセスにおいて，現任者やファミ
リーの誠実な関与がなされないのであれば，次
世代に対するリーダーシップの委譲のための計
画を立てるよりも，ビジネスを売却することを
計画したほうが良いかも知れないということで
ある。
続いて，コミュニケーション論からのアプ

ローチを見ると，Handler（1994）は，創業者
企業から家族企業へと移行したファミリービジ
ネスにおける 32人の次期経営者に対するイン
タビューを通じて，先任者（創業者）との間の
相互の役割の調整という視点から事業承継のプ
ロセスを明らかにした。このプロセスは四つの
段階に分かれ，それぞれの段階で先任者と次期
経営者の相互が担う役割を調整しながら事業承
継が進行していく（図表 4）。
プロセスの各段階におけるそれぞれの役割を

見ていくと，第一の段階では，先任者は組織運
営における全ての役割を担い，次期経営者は何
の役割も担わない。第二の段階に進むと，統治
者である先任者を補助する役割を次期経営者は

担う。第三の段階において，先任者は監督もく
しは代表者で，次期経営者は管理者である。そ
して，第四の段階では，先任者はそれまでの役
割を解かれるか引退して顧問となり，次期経営
者はリーダーとなり最終的な意思決定者とな
る。このプロセスの進行役は，先任者である。
ところが，彼は，往々にしてこのプロセスの進
行を妨げる。つまり，先任経営者は，次期経営
者の能力の向上に従ってそれぞれの段階から次
の段階へと進むことを許可する役割を担ってい
るが，彼は自らが組織をコントロールし続ける
ことを主張し続けるという。具体的には，先任
者は次期経営者の能力をなかなか認めようとせ
ず，彼自身は統治者もしくは代表者の段階から
進もうとしない。このため，次期経営者は，長
期間にわたって補助者もしくは管理者の段階に
留め置かれることになる。こうした創業者企業
から家族企業に移行するプロセスにおける創業
者の影響力の大きさは，経営戦略や経営組織の
学説においても指摘されてきたが6），Handlerは
先任者と次期経営者の間の相互の役割の調整の
プロセスとして捉え，事業承継のプロセスモデ
ルとして体系化した。

Cater and Justis（2009）は，二代目以降の経
営者に率いられる 6社の事例を通じて，小規模
ファミリービジネスにおける次期経営者のフォ
ロワーからリーダーへの発展モデルを提示した
（図表 5）。このモデルは，四つのステージで構
成される。
このモデルにおける第一の段階では，現任者
はリーダーであり，次期経営者は学習者である。
第二の段階では，現任者は統治者であり，次期
経営者は補助者である。第三の段階になると，
現任者は監督者，次期経営者は管理者の役割を
担う。そして，第四の段階では，現任者は顧問
となり，次期経営者はリーダーとなって事業承

 6）　例えば，Schein（1985），Mintzberg（1989）
を参照

図表 3　 ファミリー企業における事業承継の実行意
図と事業承継計画行動

　（出所）　Sharma et al.（p. 6）
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継が完遂される。このプロセスでは，現任者と
次期経営者の関係性が重視される。具体的には，
ポジティブな親子関係，長期間に渡る教育及び，
協働が重視される。また，次期経営者にとって
重要な実践的課題は，ステージが進むにつれて
学習から実践へと深化していく。具体的には，
第一と第二のステージでは知識の獲得が重視さ
れ，第三と第四のステージで管理者もしくは建
設者としての役割を担いリスクテイクの性向と
共に獲得した知識を実践していくことが重視さ

れる。このように，Cater and Justisは，現任者
と次期経営者との間のコミュニケーションのあ
り方として，事業承継のプロセスの進行を阻害
する要因ではなく，それを促進する要因を具体
的に列挙している。その上で，それぞれのステー
ジで次期経営者が果たしていくべき重要な実践
的課題を提示している。
以上，欧米のファミリービジネスに関する実
証研究を通じて構築された，いくつかの事業承
継のプロセスモデルを概観した。こうしたプロ
セスモデルからは，わが国における中小企業の
事業承継を検討するヒントを得ることが可能で
あると思われるが，それぞれのモデルの骨子を
とりまとめると，次のようになる。まず，わが
国の中小企業の大半は一族の特定少数が株式の
過半数を所有する同族会社であり，経営者が筆
頭株主である場合も少なからず存在し，実質的
には所有と経営が未分化な組織と思われる。こ
うした組織の事業承継を検討する際，オーナー
シップ，ファミリー及びビジネスという三つの
要素は，最低限，考慮されなければならない。
第二に，それぞれの要素が相互に影響しあいな
がら進行していく事業承継は，時の経過に伴う，
組織の発展もしくは変容のプロセスそのもので
ある。こうしたプロセスモデルの構築は事業承
継の全体像を把握する上で重視されるものの，

　　（出所）　Handler（p. 136）

図表 4　事業承継のプロセス : 先任者と次期経営者の間の相互の役割の調整

図表 5　  小規模ファミリービジネスにおける次期経
営者のフォロワーからリーダーへの発展モ
デル

　（出所）　Cater and Justis（p. 122）
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承継ステージ3

現任者-監督者
次期経営者-管理者

承継ステージ4

現任者-顧問
次期経営者-リーダー

承継ステージ1

現任者-リーダー
次期経営者-学習者

承継ステージ2

現任者-統治者
次期経営者-補助者
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それらの関係性の複雑さのゆえに，それぞれの
要素の影響の程度を統計的に解析し事業承継の
巧拙を論じることは，極めて困難であると言わ
ざるを得ないのではないだろうか。そこで，そ
れぞれの要素を構成するものの中で重視される
要因を取り上げ，こうした要素が事業承継のプ
ロセスの進行に及ぼす影響を明らかにしていく
という質的な方法を通じて，プロセスモデルの
概念妥当性を検証していくことが適当であろ
う。最後に，事業承継プロセスで最も重視され
る要因は，経営者（先代経営者）であろう。彼
は，強力なオーナーシップを有する一人であり，
ファミリーの有力メンバーとして，事業承継に
主導的な役割を果たすからである。つまり，彼
は，ビジネス，オーナーシップ及びファミリー
という三つの主要素における主要なステーク・
ホールダーとして認識され，それゆえに，一族
の間の利害調整にはじまり，後継者（経営者）
の選択と育成，地位と権限そして資産の委譲及
び，後継者による経営上の取り組みに至るまで，
経営者がどのように関与していくのかが円滑な
事業承継の実現のためには，重視されるのであ
る。

　3.　 わが国の中小企業に関する事業承継の先
行研究

戸田（2006）は，中小企業基盤整備機構が
2002年 11月にわが国を代表する製造業の集積
地である東京都大田区と大阪府東大阪市の合計
9,500社を対象にアンケート調査を行い，1,547

社から有効回答を得てその結果をまとめた『事
業承継に関する実態調査』（2003年 3月）の研
究会委員の一人として，これらの調査結果から
得られた事業承継に関する政策へのいくつかの
インプリケーションを述べている。まず，現行
の承継税制が事業承継に不都合であることが指
摘されていることから法政令の改革が必要な面
は少なくないが，事業承継に対する経営者の意

識と対応を見ていくと，実は政策対応よりも必
要かつ重要であると思われることである。次い
で，事業承継を迫られている企業の中で二極化
が進もうとしていることが見受けられることで
ある。具体的には，現経営者が既に高齢でここ
数年の間に事業承継が行われる必要があるが，
業績低迷等の理由で自分の代で廃業を予定する
企業が約 3割あり，後継者難を抱えている企業
が約 1割あることが明らかにされた。また，事
業承継のありように与えた要因として影響の大
きい順から列挙すると，組織形態，規模，経営
者年齢，創業年，業績，技術等の有無，業種，
地域となっている。この中で，組織形態，規模，
業績及び，技術等の有無は承継する経営権や財
産権に対する影響が大きく，経営者年齢と創業
年は経営者の承継意識に直接働きかけることを
指摘している。
安田は，事業承継とその後のパフォーマンス
の違いについて，事業承継時企業年齢や事業承
継時企業規模等の説明変数と 1,194社のサンプ
ルを用いて分析している。その結果，いずれに
おいても承継発生からの経過期間が長いほどパ
フォーマンスが好転するという意味で承継には
調整期間が必要であるが，先代他界による子息
等承継もしくは先代が高齢経営者である場合で
は準備期間のない場合が他の承継に比べて多い
ことを明らかにしている。承継経営者の教育に
かかる係数が有意に正であることからも，事業
承継は第二創業とはいわれるものの，（第一）
創業の類似物として論じることはできないこと
を指摘している。また，高教育は子息等承継で
はパフォーマンスに有意に影響しない一方，第
三者承継ではパフォーマンスにプラスの影響を
与えること，子息等承継のパフォーマンスは先
代の退任理由が他界，高齢化等の場合，悪化す
ることを明らかにしている。他社への勤務経験
の有無の影響は有意ではなかったが，他社への
勤務経験といっても，武者修行的な意味合いや
大企業からの人事的押し付けといったケースの
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違いによって事情が異なることが理由として考
えられるという。加えて，子息等承継及び第三
者承継の承継後のパフォーマンスの有意な差は
なかったことも明かにしているが，この点に関
しては，次のように指摘している。

“子息等だという理由だけで第三者に比べ経
営者としての能力が劣った者を後継者に選ぶと
いう愚を犯していないと解釈することができ
る。経営者は傍からみるよりも冷静に承継をみ
ているのである”（178頁）
井上（2008）は，国民生活金融公庫総合研究

所が 2007年 8月に実施した『小企業の事業承
継問題に関するアンケート』の結果をもと
に7），小企業の事業承継問題について考察して
いる。井上は，経営者が 50歳以上の小企業を，
後継者の決定状況と将来の廃業意向の有無に
よって三つに分類し，その内訳は承継決定企業
38.6%，承継未定企業 33.3%及び廃業予定企業
24.6%であるが，それぞれの企業の特徴につい
て廃業予定企業は承継決定企業や承継未定企業
と比べて規模が小さく業績も良くない企業が多
いこと，承継未定企業の従業者規模や業績等は
承継決定企業と遜色なく，両者の大きな違いは
男の子供の多寡であることの二つに集約される
ことを指摘している。また，承継決定企業が承
継時に直面する問題はそれほど大きくない一方
で，承継未定企業は，従業員への承継や第三者
への売却といった親族への承継以外の選択肢を
広げているが，なかなか適当な後継者や売却先
をみつけることができないという。
村上・古泉（2010）は，2009年 7月に日本
政策金融公庫の融資先 24,569 社（回収率
38.2%）に対して実施された『中小企業の事業

 7）　『小企業の事業承継問題に関するアンケー
ト』は 2007年 8月に国民生活金融公庫が 2007

年 2月から同年 3月にかけて融資した企業の
うち業歴が 5年以上で経営者の年齢が 50歳以
上の企業 10,352社に対して実施された。回収
数 3,819件（回収率 36.9%）

承継に関するアンケート』の結果及び 2007年
4月から 2010年 1月にかけて 76社に対して行
われたヒアリング調査の結果を踏まえて，事業
承継を契機とした小企業の経営革新の取り組み
の方向性等について考察している。アンケート
の結果からは小企業では事業を承継した後継者
の約 9割が経営革新に取り組んでいるが，経営
革新への取り組みの有無を左右する要因は，事
業承継直前の業績や後継者の年齢及び他社での
勤務経験の有無，先代経営者の承継後の経営へ
の関与状況等であることを明らかにした。この
うち，後継者の年齢に関しては，若いときに事
業を承継したほうが，経営革新に取り組む確率
が高いということになることを明らかにしてい
る。他社での勤務経験の有無の影響に関しては，
経営者が他社で勤務した経験は，経営革新への
取組状況に対して有意に正の係数をとることを
明らかにしている。また，先代経営者の関与に
ついては，先代経営者が承継後の経営に関与し
すぎると後継者は経営革新に取り組みにくくな
るが，一方で，先代経営者は経営にまったく関
与しなかった場合に比べると，経営には関与し
なかったが求めればアドバイスをしてくれた
り，最終判断は現経営者に任せたが先代経営者
も積極的に意見を述べたりするほうが係数の値
はやや大きく，従って，先代経営者がまったく
口出ししないよりは，必要に応じてバックアッ
プするほうが後継者は経営革新に取り組みやす
い可能性があることを指摘している。経営革新
の内容としては，新たな顧客層の開拓や取引先
の選別及び新商品の開発であり，いずれの取り
組みも後継者が主体となって実行しているケー
スが多く見受けられたこと，経営革新に取り組
む上で課題となるのは，資金調達や取引先の確
保や従業員の理解を得ることであるが，こうし
た課題を克服するためには，後継者が率先して
行動したり従業員のモチベーションを高めたり
することが有効であることを指摘している。そ
の上で，不況が続く中，業績が低迷する小企業
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を引き継がざるをえなかった後継者は少なくな
いが，そうした後継者には相当な覚悟が求めら
れ，事業承継を契機とした経営革新への第一歩
は後継者自身の意識改革にあることを指摘して
いる。
最後に，みずほ総合研究所（2008, 2012）が

行った二つの調査研究結果を見てみよう。まず，
みずほ総合研究所（2008）は，2007年 10月に
一定の基準を満たす非上場の当社会員企業
6,000社に対するアンケート調査結果を踏ま
え8），オーナー企業の経営の継続性に関する要
素として内部ガバナンス，事業承継及び環境適
応力の三点に着目して分析と考察を行ってい
る。このうち，事業承継との関連について見る
と，オーナー企業の約 7割は先代経営者が一線
を退いた後も何らかの経営関与をしてきたが，
その関与は必要に応じた頻度・内容にとどめて
いることが多く，先代の関与が全くなかった企
業のパフォーマンスは相対的に高いことを明ら
かにしている。また，今後の事業承継について，
親族関係者に継いでほしいと望むオーナー経営
者と実力本位で後継者を選ぶというケースはほ
ぼ同じ割合であり，過去に事業承継の経験を有
する二代目以降の経営者は，後継者選択のタイ
ミングが早く，事業承継を計画的に進めようと
する意向が強いことを明らかにしている。続い
て，みずほ総合研究所（2012）は，2012年 3

月に会員企業 5,000社を対象として実施したア
ンケート調査の結果を踏まえ9），三つのインプ
リケーションを述べている。それは，一つは，
規模の小さな企業ほど資産承継への早期の取り
組みが必要であること，二つめは，先代による
「院政」はマイナスに働く可能性が高いことを
指摘している。最後に，経営面の承継準備に関

 8）　『企業経営の継続的発展に関するアンケート
調査』（有効回答社数 1,702社，有効回答率
28.4%）

 9）　『事業承継に関するアンケート調査』（有効
回答社数 961社，有効回答率 19.2%）

しては，総じて事前の想定に沿った結果を得る
ことができなかったと断りつつ，とりわけ，後
継者の社内経験については，ジョブローテー
ションを通じて後継者を育成するよりも，後継
者には経営幹部としての役割を継続的に努めさ
せるほうが良いことを指摘している。いわば，
「門前の小僧，習わぬ経を読む」ということで
ある。具体的には，先代の補佐役，経営企画以
外の重要なセクションでの勤務は事業承継の円
滑化と有意な相関を示しているが，ルーティン
的な業務や子会社・グループ会社での勤務に関
しては有意な相関を確認することができず，こ
の結果を踏まえ，次のように言及している。

“「後継者には社内の各部署の仕事を一通り経
験させることが重要」といった見方・考え方が
一般的なようにも思われるが，以上の分析結果
を素直に解釈するならば，後継者には，経営トッ
プを補佐する仕事を継続的に経験させ，トップ
の経営手法や経営哲学などを間近で勉強させる
ことが，事業承継の成功につながりやすい”（22

頁）
以上，わが国の中小企業の事業承継に関する
いくつかの定量的な研究をレビューしてきた。
これらの研究からは，事業承継とその後のパ
フォーマンスに影響を与える要因の複雑さを改
めて実感させることになるが，こうした中にも，
組織の主体的行為としての事業承継を経営学的
に考察していくための方法論について，いくつ
かの有益な示唆を得ることができる。まず，井
上の指摘にもあるように，廃業予定企業とそれ
以外の企業では規模や業績等の影響は大きいも
のの，承継決定企業と承継未定企業の間ではこ
れらに顕著な違いは見られない。そこで，組織
に関する要因─組織形態，規模，業績及び技術
の有無等─は，そもそも組織存続の可否との関
連で語られるものであり，事業承継の問題とは
切り離して論じられる必要があると考えられ
る。次いで，可能な限り早い段階で後継者を選
択し育成していくことが不可欠であろう。とこ
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ろが，後継者の育成に定石がないと考えられる。
他社での勤務経験や社内での職務経験それ自体
にバリエーションが豊富であることもあって，
事業承継とその後のパフォーマンスにどの程度
貢献し得るのかという点について実証すること
は困難と言わざるを得ない。そこで，後継者に
は経営幹部としての役割を継続的に努めさせる
ようにするなどして，経営者としての重責を
担って意思決定するには，どれほどの自覚と覚
悟が必要であるのかという姿勢と態度を主体的
に決定づけて学習することが求められる。つま
り，経営者には，こうした後継者が自ら主体的
に決定づけて学習することを促すだけでなく，
その関与のあり方にも注意を払う必要があると
いうことである。

　4.　結論と今後の課題

これまでの議論を通じて，組織の主体的行為
としての事業承継を理解していくためには，シ
ステム及びコミュニケーションという二つの面
から複合的に捉えていくことの必要性が明らか
にされた。このうち，システムの面からは，オー
ナーシップとビジネス及びファミリーという相
互に影響を及ぼす三つの主要素について，最低
限，考察していくことが，事業承継を実行する
目的がいかなるもので，その目的に従って具体
的にどのような行動を取っていくべきであるの
かを理解する上では，不可欠であろう。つまり，
第三者への事業売却は，企業価値に応じた一時
的な貨幣収入と継続的な会社支配による権益と
を比較衡量することでもあり，トップ・マネジ
メントとしての資質や能力を重視した後継者の
選択は，所有と経営の完全なる支配を放棄する
ことにもつながるが，こうした中，誰に何を引
き継いでいくのかは，創業者一族やオーナー経
営者にとって，会社支配のあり方を規定する─
それを放棄することも含めて─重要な意思決定
となるからである。この意思決定があってはじ

めて，有意義な事業承継計画と実践がもたらさ
れるのではないだろうか。一方，コミュニケー
ションの面では，後継者に対する経営者の関与
のあり方を考察していくことが，不可欠であろ
う。後継者の学習と成長のみならず，トップ・
マネジメントに至るまでの彼の役割を定義する
上でも，経営者は，こうしたプロセスの進行に
主導的な役割を果たす存在であるからであり，
また，こうしたプロセスにおける関与のあり方
が，事業承継とその後のパフォーマンスに影響
を与える要因として極めて重視されるからであ
る。
このように，事業承継を経営学的に捉えてい
くための方法論では，欧米のファミリービジネ
スにおける事業承継の研究からより多くの示唆
を得ることができるが，その理由として，一つ
には，ファミリービジネスが，創業者とそのファ
ミリーによる会社支配の継続性を志向するとい
う前提に立っていることが指摘される。つまり，
事業承継の巧拙を規定するものは，オーナー
シップとビジネス及びファミリーを主要素とし
たシステムの調整の問題であり，その中で繰り
広げられる経営者と後継者のコミュニケーショ
ンの問題として限定されるからである。より端
的にいえば，後継者の不在は，組織という個別
主体の失敗の帰結であり，わが国における中小
企業の事業承継で問題とされるような，高齢化
や少子化といった経済社会的な趨勢とは何らか
かわりのないこととして認識されるからであ
る。そのため，ファミリービジネスにおいては，
経営戦略や人的資源管理などと同様の主体的行
為として，事業承継は，組織の戦略的取組みと
して極めて重視されるのである。いま一つは，
わが国の中小企業に関する事業承継の研究で
は，事業承継とその後のパフォーマンスを規定
する要因の析出には注力しているが，システム
やメカニズムそしてプロセスといった事業承継
の全体像に対する検討が充分に行われていると
は言い難いことが指摘される。前者の業績を活
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かし，わが国における中小企業の事業承継の円
滑化をより促進するためにも，後者についても
闊達な議論が待たれるところである。
そこで，わが国における中小企業に関しても，

欧米のファミリービジネス研究で提示された事
業承継のプロセスモデルや構造メカニズムを参
照しつつ，事業承継の目的や方法を探求してい
く必要があるのではないだろうか。その上で，
システム及びコミュニケーションの両面から捉
えていくことによって，わが国の中小企業の事
業承継について，その本質と円滑化のための課
題を実証していくことが，今後の課題である。

〔受付 2013年 4月 15日〕
〔採用 2015年 1月  4日〕
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